令和●年（ワ）第●●●号　●●請求事件
原　告　　●　●　●　●
被　告　　●●株式会社

証拠説明書１
（甲１乃至甲１１－２）
令和●年●月●日
●●地方裁判所第●民事部　御中
原　　　告　　●　　●　　●　　●

	甲号証
	標目
	作成者
	作成
年月日
	原本・
写し
の別
	立証趣旨

	1
	履歴事項全部証明書
	●●地方法務局登記官
	R7.11.30
	写し
	被告の登記事項。

	2
	雇用契約書
	原告、被告
	R6.4.1
	写し
	⑴原告が令和６年４月１日に被告に雇用されたこと
⑵原告の労働条件
等

	3
	ＷＥＢページ
	●●株式会社
	R7.10.31
	写し
	令和７年９月３０日以降も被告が営業職の求人を掲載していること等。

	4
	写真
撮影場所：被告本社受付
撮影対象：原告
	原告（撮影者）
	R7.10.1
（撮影日）
	写し
	原告が令和７年１０月１日に被告本社受付に出社した状況等。

	5
	ＬＩＮＥ
	・原告（右側吹き出し部分）
・被告代表取締役（左側吹き出し部分）
	R7.9.29~
R7.9.30
	写し
	被告代表取締役が原告に対し、「仕事がないので、９月３０日で雇用契約を終了したい」と述べたこと等。

	6-1
	録音データ（録音場所：原告宅）
	原告、被告代表取締役（録音対象となる会話者）
	R7.9.30
14:00頃
（録音日時）
	写し
	被告代表取締役が原告に対し「今月末で解雇するということです」と述べていること等。

	6-2
	反訳書
	原告
	R7.10.30
	写し
	甲６－１の反訳。

	7
	陳述書
	甲山太郎
	R7.10.15
	原本
	被告代表取締役が被告の従業員に対し、原告の代わりに新しい従業員を採用すると述べたこと等。

	8
	書籍（詳説裁判実務｜労働全集の抜粋）の抜粋（５５頁～５７頁まで）
	●●●●、●●●●他
	R5.6.1
	写し
	従業員の入れ替えを目的とした整理解雇が濫用となること。

	9
	裁判例（東京地判令和●年●月●日）
	●●裁判官
	R●.●.●
	写し
	解雇した直後に同職種の従業員を採用したことを理由に人員を削減する必要性が高かったとは言い難いと判示していること等。

	10
	ノート（マスキング済み）
	甲山太郎（但し、マスキング部分は原告。）
	R7.10.15
	写し
	被告代表取締役が被告の従業員に対し、原告の代わりに新しい従業員を採用すると述べたこと等。

	11-1
	通知書
	原告
	R7.10.2
	写し
	⑴原告が被告に対し解雇が無効である旨を通知したこと
⑵原告が被告に対し解雇理由証明書の交付を求めたこと
⑶原告が被告に対し就業規則の開示を求めたこと
等

	11-2
	郵便部等配達証明書
	日本郵便株式会社
	R7.10.3
	写し
	甲１１－１が令和７年１０月３日に被告に配達されたこと等。
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